
宜野湾市

介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）の実施について



○総合事業への移行について

○宜野湾市としては、先進事例を参考に平成28年3月に移行することとし、訪問介護（現行の訪問介護相当）、通所介護
（現行の通所介護相当）、通所型サービスＣ（短期集中型予防サービス）の３種類を実施する。今後、多様な訪問（通所）型
サービスやその他の生活支援サービスを整備し、段階的に実施していく予定。     　(平成２８年３月現在)

　　・総合事業へ移行するための条件は、以下の通りとされている。

　
　　→「総合事業を実施するための予算確保がされており、その予算を執行するための総合事業の実施要綱
　　が定められ、事業の対象者が総合事業によるサービス（みなし指定によるサービスを含む。）を利用できる
　　状態になっている場合」（介護保険条例参考例（案）に関するQ&A　H26.7.28全国介護保険担当課長会議資料）

　　そのため、移行するための条件としては、移行時期に「現行相当の訪問介護・通所介護サービスのみ（みなし指定のサービス）」、「介護予防
　　ケアマネジメント」、「一般介護予防事業」の実施のみでクリアとなり、多様なサービスは段階を踏んでの実施も可能である。

介護予防・日常生活支援総合事業

　　第１号訪問事業
　　　○訪問介護（現行の訪問介護相当）
　　　○訪問型サービスＣ（居宅での相談指導）

　　第１号通所事業
　　　○通所介護（現行の通所介護相当）
　　　○通所型サービスＣ（機能改善・向上プログラム）

　　介護予防ケアマネジメント
　　　○介護予防ケアマネジメントＡ

　　一般介護予防事業
　　　○一般介護予防事業

　　生活支援サービス
　　　○配食サービス

介護予防訪問介護

介護予防通所介護

介護予防支援

一次・二次予防事業

配食サービス

任意事業 

介護予防事業 

介護予防給付 現行の介護予防訪問介護の利用状況から、生活

援助の利用者が多いため、サービス類型を分け

てサービスを提供する。 

対象者に合ったサービスを提供するため、２種

類のサービスを実施し、自立に向けたサービス

を提供する。 

現行の介護予防事業のように、一次・二次と分

けるのではなく、第１号被保険者の全ての者お

よびその支援のための活動に関わる者にサービ

スを提供する。 

総合事業の対象となる利用者は、生活支援サー

ビスに移行となる。（サービス内容は同様） 



○要支援認定者の更新について

　・宜野湾市では、平成２８年３月１日付け新規申請分より基本チェックリストを実施し、総合事業対象者とします。

　・要支援認定者については、平成２８年３月末日に認定期間が満了する者から順次総合事業へ移行とするため、担当している要支援者の

　更新時期を把握し、予防給付の利用のため更新申請を行うのか、現行相当サービスのみ利用するため基本チェックリストを実施し、事業対

　象者へ移行するのか確認をお願いします。

：総合事業 ：予防給付 ：窓口来所の時期 ※平成２９年３月１日から総合事業に完全移行

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

新規申請

H29.2月末

H28.3月末

H28.4月末

H28.5月末

H28.6月末

H28.7月末

H28.8月末

H28.9月末

H28.10月末

H28.11月末

H28.12月末

H29.1月末

認定期限
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

３月



○移行する時期の考え方について

●改正法により、総合事業への移行においては、その円滑な移行を図るため総合事業開始時点以降も、既に要支援認定を受けている

居宅要支援被保険者について、その認定更新まで予防給付を受けられるようにされている。（要支援者の認定の有効期間は最長で１年

であることから、総合事業開始から１年ですべての要支援者が総合事業に移行することとなる。）

介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて　H27.6.5老発０６０５第５号

　　　Ｈ２８．３．１　Ｈ２８．４．１ 　　　　Ｈ２９．１．１ 　　　Ｈ２９．３．１

H29/3/31が要支援有効期間の

             満了日になっている者の総合事業移行開始

※この期間は、介護予防事業の要項や仕様書を

一部変更して再度総合事業として委託契約している。

総合事業への

完全移行完了
総合事業開始

H29/3/31が要支援有効期間の
満了日になっている者

新規の総合事業対象者

要支援の更新対象者

総合事業利用案内開始 

予防給付利用（H29/2/28まで利用可能） 

総合事業利用案内開始 

順次、総合事業利用案内開始 



○サービス利用の流れ

①相談と聴き取り

○被保険者は市町村窓口または宜野湾市の地域包括支援セン
ターに相談します。
・窓口担当者は相談受付シートを用いて、被保険者より相談の目
的や必要と考えているサービスを聴き取り、基本チェックリスト実
施、要介護・要支援認定申請、一般介護予防事業へ案内のいず
れかに振り分ける。

②総合事業の説明

○総合事業は、その目的や内容、メニュー、手続き等のほか、以
下についても説明します。
・サービス事業によるサービスのみ利用する場合は、要介護認定
等を省略して基本チェックリストを用いて事業対象者とし、迅速な
サービスの利用が可能であること。
・事業対象者となった後でも、必要時は要介護認定等の申請が可
能であること。
・利用希望のサービスを確認し、必要に応じて地域包括支援セン
ターでの介護予防ケアマネジメントを受ける必要があること。

③申請書の手続き

・サービス事業利用のための手続きは、原則被保険者本人が直
接窓口に出向いて行う。ただし、本人が来所できない（入院中、外
出に支障がある等）場合は、家族の来所による相談に基づき、本
人の状況や相談の目的等を聴き取る。

④基本チェックリスト等の実施

・サービス事業対象者であるか確認するため、「基本チェックリス
ト」を記入してもらう（記入が困難であれば、質問事項の主旨を説
明しながら本人等に聴き取る）。その結果から、利用すべきサービ
スの区分（一般介護予防事業、サービス事業および給付）の振り
分けを実施する。その後、各担当包括にも情報提供し、事業対象
者として適当か「判定会議」を行う。

⑤被保険者証および
　　　　　　　　介護保険負担割合証の発行

・市は被保険者証および介護保険負担割合証を発行し、事業対
象者へ送付する。

⑥介護予防ケアマネジメント依頼届出書提出

・事業対象者は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書を担当の
地域包括支援センターへ提出する（家族等の代行による提出も可
能）。包括職員は市担当窓口にその届出を提出し、対象者へ送付
した被保険者証と担当包括を印字した被保険者証を交換する。

⑦ケアプラン（案）作成、
　　サービス担当者会議、サービスの案内

・地域包括支援センターは、事業対象者のケアプラン案の作成、
サービス担当者会議の開催、サービスの案内等を行う。

⑧ケアプランへの同意

・事業対象者は、ケアプランの内容に同意し、契約を締結する。

サービスの利用開始 

（※地域包括支援センターに相談があった場合は、簡単な

聴き取りを行い、「明らかに要介護認定が必要な場合」や

「予防給付や介護給付によるサービスを希望している」場

合を除いては基本チェックリストを用いて、対象者に適し

たサービスの確認を行う。） 



○総合事業での利用可能サービス表
平成28年６月現在

○

×

要介護認定者 要支援認定者 事業対象者

× ○

×

×

×

×

△ ○

○

○
⇒現在未実施。
　今後整備予定。

非該当 備考

○

×

○

○

○

×

×
⇒現在未実施。
　今後整備予定。

×

○

○
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訪問型サービスＣ
（居宅での相談指導等）

通所介護（現行の通所介護相当）

通所型サービスＣ
（機能改善・向上プログラム）

訪問介護（現行の訪問介護相当）
（身体介護＋生活援助）



○総合事業のサービス概要（訪問型サービス）
平成28年６月現在

・本人以外のために行うことや、日常生活上の家事の範囲を超えることは対象にならない。
・本人以外の家族のための家事・ペットの世話・大掃除・模様替えなど

対象とならないサービス

訪問介護（現行の訪問介護相当）

サービス内容

○食事の介助
○入浴介助
○排せつ介助
●掃除や整理整頓
●生活必需品の買い物
●食事の準備や調理
●衣類の洗濯や補修　　など

○必要に応じて、専門職を自宅または居住地へ派遣
し、相談指導を行う。

実施方法 指定 直接実施／委託

サービス提供者 訪問介護員 介護長寿課嘱託員／委託した専門職など

サービス対象者

サービス事業対象者で、
身体介護と生活援助が必要な者

（同居家族がいる方が生活援助を希望する場合に
ついては、理由書の提出が必要となります）

サービス事業対象者で、
専門職に相談・指導を受ける必要がある者

―

国保連経由で審査・支払
支払なし／直接委託者へ支払い（利用１回あたりの
　　　　　　　金額に実施数量を乗じた分を支払う）

なし

―

１，１６８単位

２，３３５単位

有

ケアマネジメント

負担方法 月毎の包括払い

限度額管理

サービス提供者への支払方法

限度額管理の対象。国保連で管理

ケアプラン作成、モニタリング実施（介護予防ケアマネジメントＡ）

１月あたりの
費用単価

週１回程度

週２回程度

週３回程度

加算

―

利用者負担
介護給付の利用者負担割合

（１割。一定以上の所得の利用者は２割）

３，７０４単位



○総合事業のサービス概要（通所型サービス）
平成28年６月現在

利用者負担
介護給付の利用者負担割合

（１割。一定以上の所得の利用者は２割）
なし

通所介護（現行の通所介護相当）

サービス内容

○体操（生活機能向上）
○レクリエーション
○入浴
○食事　　など

○生活機能および運動器の機能改善・向上プログラ
ム。

サービス対象者
サービス事業対象者で、

通所介護の利用が必要な者

サービス事業対象者で、
生活機能および運動器の機能改善が必要な者
（筋力トレーニング等が主なため、医師からの
診療情報提供書等を必要とする場合がある）

ケアマネジメント ケアプラン作成、モニタリング実施（介護予防ケアマネジメントＡ）

実施方法 指定 直接実施／委託

サービス提供者 通所介護事業所の従事者 介護長寿課嘱託員／委託先の従事者等

サービス提供者への支払方法 国保連経由で審査・支払
支払なし／直接事業所支払い（１回あたりの委託契
　　　　　　　約料に実施数量を乗じた分を、月毎に提
　　　　　　　出の請求書にて確認し支払う）

限度額管理 限度額管理の対象。国保連で管理 ―

負担方法

１月あたりの
費用単価

週１回程度 １，６４７単位

―週２回程度 ３，３７７単位

加算 有

月毎の包括払い ―



○総合事業のサービス概要（一般介護予防事業）
平成28年６月現在

利用者負担 なし

―

―

実施方法 直接実施／委託
直接実施（運営及び進行は介護長寿課嘱託員が行う
が、理学療法士（ＰＴ）等の専門職も定期的に活用）

８か所

週１回（年間で４０回程度、半年実施で２０回程度）

一般介護予防事業

サービス内容

○健康チェック
○体操・ストレッチ
○運動（筋トレ・スクエアステップ）
○栄養・口腔　　など

○健康チェック
○体操・ストレッチ
○運動（筋トレ・スクエアステップ）
○座学　　など

直接事業所支払い

実施ヵ所数 市内施設

サービス対象者

実施回数 教室の種類によって異なる

すべての第１号被保険者（要介護の方については付添の方が必須）

限度額管理

サービス提供者への支払方法
支払なし／直接事業所支払い（１回あたりの委託契
　　　　　　　約料に実施数量を乗じた分を、月毎に提
　　　　　　　出の請求書にて確認し支払う）

サービス提供者 介護長寿課嘱託員／実施事業所の従事者
介護長寿課嘱託員および地域のリハビリ専門職
　　　　　　　　　　　　　　　　（ＰＴおよび運動指導士）

負担方法

―

費用単価



○住所地特例対象者について

●住所地特例対象者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントは、平成２７年４月以降、施設所在市町村の包括支援センター（介護
予防支援事業所）が行う。

　ア．総合事業のみを利用する場合　　イ．介護予防給付のみを利用する場合　　ウ．総合事業と介護予防給付を併用する場合

のいずれであっても、施設所在市町村の地域包括支援センター（介護予防支援従事者）が介護予防ケアマネジメントまたは介護予防支援を実施
することになるため、平成２７年４月までに保険者市町村と施設所在市町村との間で変更に伴う引き継ぎ等を済ませておく必要がある。

　引き継ぎ等は、利用者に主旨を説明した上で、転出入等による異動で保険者変更を伴う場合の対応を同様に求められるものであって、この際、利用者との

契約についても、施設所在市町村の地域包括支援センターとの契約（図中③）が必要となる。

サービス名 改正前 平成２７年４月～
（参考）総合事業の実施を
猶予する市町村の場合

介護予防ケアマネジメント
（旧制度：包括支援事業）

保険者市町村 ― 施設所在市町村

介護予防ケアマネジメント
（新制度：総合事業）

― 施設所在市町村 ―

介護予防支援 保険者市町村 施設所在市町村 施設所在市町村

保険者市町村（宜野湾市） ⑥介護予防サービス計画
作成の届出と被保険者証

（写し）

施設所在地市町村

④介護予防サービス計画
作成の届出と被保険者証

①宜野湾市の住所地
特例対象者の情報提供

住所地特例対象施設

被保険者

③契約
⑤介護予防支援（介護
予防ケアマネジメント）

宜野湾市地域包括支援センター ②引き継ぎ 他市町村地域包括支援センター

被保険者 

転 居 



○住所地特例対象者について（２）

●宜野湾市に住所地特例対象者が転入し、総合事業のサービスをチェックリストを受けて利用する場合

　　①他市被保険者は、宜野湾市地域包括支援センターの窓口に相談しチェックリストを受ける。
　　②他市被保険者と宜野湾市地域包括支援センターの間で契約を結ぶ。
　　③他市被保険者は、介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書を被保険者証に添付して宜野湾市介護長寿課に届け出る。
　　④宜野湾市地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントを行う。
　　⑤宜野湾市は、他市被保険者から提出された介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書及び被保険者証を保険者市町村（他市）へ送付する。
　　⑥保険者市町村（他市）は、⑤の介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書（コピー）を元に、被保険者証に必要事項を記載して、他市
　　　被保険者へ郵送する。
　　⑦保険者市町村（他市）は、所在する都道府県の国保連に事業対象者であること、住所地特例項目及び地域包括支援センターの情報を

　　　設定した受給者異動連絡表を送付する。

③介護予防サービス計画
作成の届出と被保険者証

住所地特例対象者の
情報提供

⑥被保険者証に必要
事項を記載して郵送 住所地特例対象施設

国保連合会

⑦受給者異動連絡表の送
付

⑤介護予防サービス計画
作成の届出と被保険者証

（コピー）保険者市町村（他市） 宜野湾市（施設所在市町村）

被保険者

①相談 ②契約
④介護予防ケアマネジメン

ト

他市地域包括支援センター 引き継ぎ 宜野湾市地域包括支援センター

被保険者 

転 居 



○住所地特例対象者について（３）

●宜野湾市に住所地特例対象者が転入し、総合事業のサービスを要支援の認定を受けて利用する場合
　　①他市被保険者は、保険者市町村に対して要支援認定の申請を行う。
　　②保険者市町村は、認定の結果、被保険者証を発行する。
　　③他市被保険者と宜野湾市地域包括支援センターの間で契約を結ぶ。
　　④他市被保険者は、介護予防サービス計画作成の届出書または介護予防ケアマネジメント作成依頼届出書を被保険者証に添付して宜野湾市介護
　　　長寿課に届け出る。
　　⑤宜野湾市地域包括支援センターは、介護予防支援または介護予防ケアマネジメントを行う。
　　⑥宜野湾市は、他市被保険者から提出された介護予防サービス計画作成の届出または介護予防ケアマネジメント作成の届出および被保険者証を
　　　保険者市町村（他市）に送付する。
　　⑦保険者市町村（他市）は、⑥の介護予防サービス計画作成の届出または介護予防ケアマネジメント作成の届出をもとに、被保険者証に必要事項を
　　　記載して他市被保険者へ郵送する。
　　⑧保険者市町村（他市）は、所在する都道府県の国保連に事業対象者であること、住所地特例項目および地域包括支援センターの情報を設定した
　　　受給者異動連絡表を送付する。

被保険者

⑥介護予防サービス計画
作成の届出または介護予
防ケアマネジメント作成の

届出と被保険者証（コピー）
国保連合会

⑧受給者異動連絡表の送
付

⑦被保険者証に必要
事項を記載して郵送

保険者市町村（他市） ②被保険者証発行 宜野湾市（施設所在市町村）

④介護予防サービス計画
作成の届出または介護

予防ケアマネジメント作成
の届出と被保険者証

住所地特例対象者の
情報提供

①介護認定の申請 住所地特例対象施設

③契約 ⑤介護予防支援または介護予防ケアマネジメント

他市地域包括支援センター 引き継ぎ 宜野湾市地域包括支援センター

被保険者 

転 居 



○住所地特例対象者について（４）

●留意事項
　総合事業は、平成２９年３月末まで、市町村ごとに事業実施の猶予を認めるとしていることから、住所地特例対象者においては、保険者
市町村と施設所在市町村で、受けられるサービスが異なることがある。
　その場合においては、住所地特例対象者が円滑にサービスを利用することができるよう、下表のとおり施設所在市町村の状況に合わ
せて、住所地特例対象者はサービスを利用できることとする。

　なお、表のパターン２の場合は、国保連合会から総合事業を実施していない保険者市町村に対して、総合事業費の請求が行われること
になるが、国保連合会に対して支払を行えるように適切に措置すること。また、パターン３の場合には、国保連合会から介護予防訪問介護
および介護予防通所介護を終了している保険者市町村に対して、介護予防訪問介護および介護予防通所介護の請求が行われる場合が
あるが、パターン２と同様に、国保連合会に対して支払を行えるように適切に措置すること。

保険者市町村の状況 施設所在市町村の状況 住所地特例対象者が住所地で利用できるサービス

パターン１ 予防給付 予防給付 予防給付

パターン２ 予防給付 総合事業 総合事業

パターン３ 総合事業 予防給付 予防給付

パターン４ 総合事業 総合事業 総合事業



○介護予防ケアマネジメントについて

①予防給付による介護予防支援

　　指定居宅支援事業所（地域包括支援センター）の介護支援専門員

②総合事業による介護予防ケアマネジメント

　地域包括支援センターの専門職

①②の作成は指定居宅支援事業所へ委託可能

利用サービス 内容 ケアマネジメント 報酬／月額

介護予防給付サービスのみ
○訪問リハ・通所リハ
○訪問看護・福祉用具貸与　　等

介護予防給付サービス
＋総合事業サービス

○通所リハ＋現行相当訪問サービス等
○福祉用具貸与＋現行相当通所サービス等

総合事業（訪問・通所）
○現行相当サービス
○現行相当（訪問）＋自立型通所サービス等

総合事業による
介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントＡ
４，３００円
初回加算
３，０００円

予防給付による介護予防支援

介護予防支援
４，３００円
初回加算
３，０００円



○介護予防ケアマネジメントの種類

サービス内容

介護予防支援と同様のケアマネジメント
○アセスメント
○ケアプラン原案作成
○サービス担当者会議
○利用者への説明・同意
○ケアプランの確定・交付
○サービス利用開始
○モニタリング（３か月）

プロセス等を簡略化したケアマネジメント
○アセスメント
○ケアプラン作成
○利用者への説明・同意
○ケアプランの確定・交付
○サービス利用開始
○モニタリング
○ケア会議（半年に１回）

初回のみ実施
○アセスメント
○ケアプラン作成
○利用者への説明・同意
○利用するサービス提供者等への説明

　総合事業による介護予防ケアマネジメントは、介護予防支援と同様、地域包括支援センター等が要支援者等に対するアセスメントを行い、その状態に置かれ
ている環境等に応じて、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成したものである。現在、宜野湾市はサービスの実施状況からケアマネジメ
ントAのみ実施している。

ケアマネジメントＡ ケアマネジメントＢ ケアマネジメントＣ

対象となるケース
主に訪問型・通所型サービスにおいて指
定事業所のサービスを利用するケース
や組み合わせた複数のサービスを利用
する場合

ケアマネジメントＡ・Ｃ以外のケース 主にケアマネジメントの結果、補助や住
民主体のサービスを利用する場合

事業の実施方法 委託 直接（一部委託） 委託

サービス提供者 地域包括支援センター・委託事業所 配食実施事業所の従事者

負担方法 月単位で支払い 月単位で支払い 実績払い

給付管理票の作成・記入 原則記入 不要 不要

１件あたりの
費用単価

原則 ４，３００円 ― ―

初回加算 ３，０００円 ― ―

支払方法 直接地域包括支援センターへ支払い ― ―

利用者負担 なし ― ―

限度額管理 なし ― ―



○介護予防ケアマネジメントＡの業務プロセス

①相談受付・契約

・「被保険者証」・「負担割合証」を確認し、対象者であることを確認する。
・「個人情報使用同意書」「重要事項説明書」「介護予防ケアマネジメント契約書」を交付し、説
明、同意を得る。
・利用者とその家族に「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届」に署
名・印をもらい、書類一式を地域包括支援センターに提出する。

②アセスメント
・地域包括支援センター職員または包括から依頼を受けた介護支援専門員は、利用者宅を
訪問しアセスメントを実施する。

③介護予防サービス計画（原案）作成
・アセスメント結果をもとに、必要な支援を利用者と調整し、合意した結果に基づき介護予防
サービス原案を作成する。

④サービス担当者会議
・利用者の情報を担当者間で共有する。介護予防計画原案について、専門的な意見を聴取
する。

⑤介護予防サービス計画書の発行
・利用者または家族に介護予防サービス計画書・利用料金等について説明し、同意を得たの
ち、署名捺印をもらい利用者および担当者に発行する。

⑥サービスの開始
・介護予防サービス計画に基づきサービスが提供されるよう連絡調整する。サービス事業所
の個別計画書の内容を確認する。

⑩給付管理 ・介護保険サービスの利用実績を確認し、給付管理票を作成する。

⑪介護報酬の請求 ・介護報酬請求に関する書類を作成し、介護報酬の請求を行い受領する。

⑦モニタリング
・原則としてサービス事業所等への訪問、利用者への電話等の方法により状況確認し、少な
くとも月に１回はその結果を記録する。３か月に１回は自宅訪問にて面会する。

⑧実績報告 ・地域包括支援センターへ毎月実績を報告する。

⑨評価
・介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときに、計画の達成状況について評
価を実施する。



○サービス事業のみ利用の場合の介護予防ケアマネジメント

３日目
４日目

（３か月後）

ケアマネジメント
Ａ

○アセスメント
○ケアプラン原案作成
○サービス担当者会議
○利用者への説明・同意
○ケアプランの確定・交付
○サービス利用開始
○モニタリング（３か月）

現行相当
サービス

予防訪問
介護Ｃ

予防通所
介護Ｃ

サービス
担当者会議

○ × × ○

ケアマネジメント
の類型

説明
利用する
サービス

サービス
提供開始月

２日目

○ ○

報酬
基本報酬
初回加算

基本報酬 基本報酬 基本報酬

基本報酬
初回加算

基本報酬

モニタリング等 － ○

× ×

モニタリング等 － × × ×

サービス
担当者会議

× ×

報酬 確認中

基本報酬 基本報酬

ケアマネジメント
Ｃ

○アセスメント
○ケアプラン作成
○利用者への説明・同意
○利用するサービス提供者等への
説明

―

サービス
担当者会議

× × × ×

ケアマネジメント
Ｂ

○アセスメント
○ケアプラン作成
○利用者への説明・同意
○ケアプランの確定・交付
○サービス利用開始
○モニタリング
○ケア会議

―

報酬

モニタリング等 － × × ×



○サービスの組合せとケアプラン

現行相当 短期集中Ｃ 生活支援（調整中）

○ 委託

○ ○ 委託

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ 委託

○ 委託

○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

介護予防ケアマネジメントＡ 委託
（一部直営）

予防給付
介護予防・生活支援サービス事業

ケアプラン 実施

介護予防支援 委託
（一部直営）



○介護予防ケアマネジメントの届出の有無

　※要支援認定者、サービス事業対象者が要介護者となった場合は、居宅介護サービス計画作成依頼届出書が必要となる。

　※要支援認定者の区分変更での介護給付利用の場合は、介護サービス暫定プランの提出が必要となる。

区分 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出
理由

提出先 介護長寿課 認定給付係 介護長寿課 長寿支援係

介護給付サービス
↓

予防給付サービス
○　必要 ×　不要

居宅介護支援事業所から地域包括支援
センターに実施者が変更となるため

介護給付サービス
↓

介護予防・生活支援サービス
×　不要 ○　必要

居宅介護支援事業所から地域包括支援
センターに実施者が変更となるため

介護予防・生活支援サービス
↓

予防給付サービス
○　必要 ×　不要

介護予防ケアマネジメント依頼届出によ
り、総合事業のサービス対象者として登
録が必要になるため。

予防給付サービス
↓

予防給付サービス＋
介護予防・生活支援サービス

×　不要 ×　不要

介護予防支援が継続され、要支援者で
あることは変わらず、実施者も地域包括
支援センターで変更がないため、省略で
きる。

予防給付サービス
↓

介護予防・生活支援サービス
×　不要 ○　必要

介護予防支援から介護予防ケアマネジメ
ントへ移行することとなるため、ケアマネ
ジメント依頼届出により、介護予防・生活
支援サービス事業の対象者として登録が
必要になるため。



○事業所指定について

●サービス事業者のみなし指定

・総合事業の移行にあたって、総合事業に係る規定の施行日前日で
ある平成２７年３月３１日において、介護予防訪問介護等に係る指定
介護予防サービスの事業者において、当該施行日において、総合事
業による指定事業者の指定をみなす（改正法附則第１３条）旨の規定
を設け、市町村及び事業者の負担軽減を図る。

●みなし指定の有効期間

　平成２７年４月から平成３０年３月３１日まで（３年間）

※総合事業への移行期間中は、みなし指定について「特段の申出」
をしない事業所については、総合事業の指定と予防給付による２つ
の効力が生じる。
※みなし指定を受けた事業者について、平成３０年４月以降も事業を
継続する場合には、市から総合事業の指定の更新を受ける必要が
ある。

●みなし指定の効力が生じるサービス

①訪問介護（現行相当の予防訪問介護）
②通所介護（現行相当の予防通所介護）

●みなし指定の拒否

・事業者がみなし指定を希望しない場合は、事業所が所在する市町
村に申し出をする必要がある。

●事業者と利用者の契約等

・現在の予防給付等と同様に、指定事業者は、利用者に対して重
要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得た
うえで、サービスの提供が開始される。

●契約書・重要事項説明書の変更点

①サービスの種類
　介護予防訪問（通所）介護　→　第一号訪問（通所）事業
②介護予防ケアプラン
　介護予防サービス計画書、介護予防ケアマネジメント計画書の
両者またはどちらかを示す。
③利用料
　負担割合証に応じた基本使用料の１割または２割の額となる。
④記録の保存期間
　２年間　→　５年間

●定款・運営規定について

・現段階で必ず変更する必要はないが、今後サービスA等、新しい
基準での総合事業を実施する場合に定款の変更を行い、それに
伴い運営規定も総合事業用に変更する必要がある。

みなし指定の効力が及ばない事業所が総合事業を実施する場合（介護予防訪問・通所介護相当サービスを提供する場合）は、宜野湾市にて新規指定を受
ける必要がある。新規申請にかかる提出書類等については、市ホームページ「介護予防・日常生活支援総合事業における第１号事業事業者指定等につい
て」を参照。

利用者 契約書 重要事項説明書

既存利用者 再契約 （再）同意

新規利用者 新規契約 同意

○介護予防訪問（通所）相当サービス事業所の新規申請について 



○サービス費の請求について(1)

●予防給付と介護予防・生活支援サービス事業の請求の関係

●介護保険申請から認定日までのサービスの支払い方法

利用サービス 費用請求区分 請求事業

予防給付のみ
予防給付サービス費

予防給付事業で請求
ケアマネジメント費

予防給付と介護予防・生活支援
サービス事業の併用

予防給付サービス費 予防給付事業で請求

介護予防・生活支援サービス費 総合事業で請求

ケアマネジメント費
予防給付事業で請求（※）

総合事業で請求

介護予防・生活支援
サービス事業のみ

介護予防・生活支援サービス費
総合事業で請求

ケアマネジメント費

　※予防給付サービス費と介護予防・生活支援サービス費を併用して利用した場合のケアマネジメント費について、
予防給付サービス費の限度額管理対象のサービスを利用した場合は「予防給付事業で請求」となる。

要介護認定者 介護給付より支給

①ケアマネジメントを含めた給付分は、介護
給付より支給
②介護予防・生活支援サービス事業分は、介
護給付サービスの利用を開始するまでの
サービス提供分は総合事業により支給

介護予防・生活支援サービス事業分は、介護
給付サービスの利用を開始するまでのサービ
ス提供分はサービス事業により支給

介護予防・生活支援サービス事業のみ

事業対象者 全額自己負担
①給付分は全額自己負担
②ケアマネジメント費も含めた介護予防・生活
支援サービス事業分はサービス事業より

ケアマネジメント費も含めた事業分はサービ
ス事業より

要支援認定者 予防給付より支給

①ケアマネジメント費を含めた給付分は予防
給付より支給（※）
②介護予防・生活支援サービス事業分は、
サービス事業より支給

ケアマネジメント費も含めた事業分はサービ
ス事業より

認定結果 給付のみ
給付と介護予防・生活支援サービス事業

の併用



○サービス費の請求について(2)

●介護予防訪問（通所）介護（現行相当サービス）を利用する場合の利用者負担と支給限度額

　※事業対象者の支給限度額は、基本的には要支援１と同額だが、事業対象者が退院直後等で状態が安定するまでの間一時的に5,003単位を超える
　サービスが必要となる場合は、「総合事業対象者における一時的な区分支給限度額申請書」を提出後、市でのサービス調整会議によって支給限度額
　について検討・判定する。

●みなし指定の単価等

1

2

3

4

1

2

利用者区分 費用請求区分 支給限度額 利用者負担

事業対象者
介護予防給付 ５，００３単位

（要支援１と同額）

１割
（一定以上の所得の

利用者は２割）

現行相当サービス

要支援１
介護予防給付

５，００３単位
現行相当サービス

要支援２
介護予防給付

１０，４７３単位
現行相当サービス

A1 介護予防訪問介護（現行の訪問介護相当） 総合事業のみなし指定を受けた（平成２７年３月以前に
県からの指定を受けていた）事業所が請求するサービス

の種類A5 介護予防通所介護（現行の通所介護相当）

　※生活保護者は自己負担なし。これまでの予防給付と同様、介護扶助費による給付を行う。

No.
サービス

種類コード
サービス種類名 内容

No.
サービス

種類コード
サービス

算定
構造

単位数 限度額管理

A2 介護予防訪問介護（現行の通所介護相当） 総合事業のみなし指定を受けていない（平成２７年４月以
降に

指定を受けた）事業所が請求するサービスの種類A6 介護予防通所介護（現行の通所介護相当）

地域単価
サービス

コード
帳票類に出力する
サービスコード名称 利用者負担

利用者
負担割合

予防給付と
同様

国が規定

A5・A6
介護予防
通所介護

A1・A2
介護予防
訪問介護

国が規定
国が規定

（１単位：１０円）
国が規定 定率



○サービス費の請求について(3)
◆訪問型サービス（現行相当サービス、みなし）Ａ１ ※市ホームページに介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表掲載。

訪問型
サービス
Ｃ（短期
集中予防
サービ
ス）
※現在未
実施。今
後整備予



○サービス費の請求について(4)
◆訪問型サービス（現行相当サービス）Ａ２ ※市ホームページに介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表掲載。

訪問型
サービス
Ｃ（短期
集中予防
サービ
ス）
※現在未
実施。今
後整備予



○サービス費の請求について(5)
◆通所型サービス（現行相当サービス、みなし）Ａ５ ※市ホームページに介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表掲載。

訪問型
サービス
Ｃ（短期
集中予防
サービ
ス）
※現在未
実施。今
後整備予



○サービス費の請求について(6)
◆通所型サービス（現行相当サービス）Ａ６ ※市ホームページに介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表掲載。



○サービス費の請求について(7)
◆利用者が事業のみを利用する場合

訪問型
サービス
Ｃ（短期
集中予防
サービ
ス）
※現在未
実施。今
後整備予



○サービス費の請求について(8)
◆利用者が予防給付と事業を利用する場合



○サービス費の請求について(9)


